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＜極度型教育ローン「学資応援団」＞商品概要説明書 

2024 年 4 月 1 日現在 

１． 商品名 極度型教育ローン「学資応援団」 

２．ご利用いただける方 

下記の条件を満たしている方。 

・ 申込時年齢が満 20 歳以上 55 歳未満の方。 

・ 中学校から大学院、その他予備校、専門学校に入学や在学する子弟を有

する親権者等の方。 

・ 当金庫の会員または当金庫の会員となれる方。（当金庫の営業区域内に住

所または居所を有する方、もしくは、当金庫の営業区域内に勤務されている

方。） 

・ 安定継続した収入が得られる職業、業種で、常に連絡がとれる方。 

・ 前年度の税込年収が 200 万円以上の方。 

・ ㈱オリエントコーポレーションの保証を受けられる方。 

・ 当金庫の融資審査基準を満たし返済が確実であると見込まれる方。 

３． 資金使途 
・ 子弟の学生生活および教育に関する必要な資金とする。 

・ 他金融機関の教育資金に関する借換資金。 

４． ご融資限度額 
・ 貸越極度額 100 万円から 500 万円までの 50 万円単位、9 種類。（原則とし

て年収の 50％以内となります。） 

５． ご利用期間 

・ 3 年。（原則自動更新ですが、更新できない場合もございます。） 

・ 自動更新で 63 歳を超える場合、63 歳到来以降に初めて到来する約定返済

日時点で新規貸出は停止となり、ご返済のみとなります。 

６． ご融資利率 ・ 年 3.80％ （固定利率・保証料含む。） 

７． ご返済方法 

・ 約定元金返済と約定貸越利息を、毎月 10 日の約定返済日（休日の場合は

翌営業日）にご本人名義の返済用口座から自動振替にてお支払いしていた

だく「定額返済方式」です。 

・ 在学期間中は元金返済の据置も可能です。その場合は毎月利息のみ返済

となります。 

・ 据置期間終了後は、貸越金完済まで、約定元金返済金と約定貸越利息を

毎月の約定返済日にご返済用口座から自動振替にてお支払いいただきま

す。 

・ 任意のご返済も可能ですが、任意返済が行われた月でも、約定返済日には

約定元金返済を行っていただきます。 

・ 貸越極度額によって毎月の約定元金返済額が異なります。毎月の返済額

は、「約定元金返済額＋約定貸越利息」となります。 

 
 

貸越極度額 約定元金返済額  貸越極度額 約定元金返済額 

100 万円 10,000 円  350 万円 35,000 円 

150 万円 15,000 円  400 万円 40,000 円 

200 万円 20,000 円  450 万円 45,000 円 

250 万円 25,000 円  500 万円 50,000 円 

300 万円 30,000 円 
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８． 保証人・担保 ・ ㈱オリエントコーポレーションの保証となりますので原則不要です。 

９． 保証料 
・ 貸越金のお利息には㈱オリエントコーポレーション所定の保証料が含まれて

おります。 

１０． ご融資方法等 

・ ご融資は当座貸越契約に基づく約定返済方式で、貸越極度内での回転与

信方法です。 

・ お借入方法は貸越極度額の範囲内において貸越専用口座の借入申込用

紙（払戻請求書）により行います。 

・ お借入は貸越専用口座開設店のみで行っていただきます。（専用カードの

発行は行いません。） 

１１． 苦情処理措置・ 

    紛争解決措置 

・ 苦情処理措置  本商品の苦情等は、当金庫営業日に営業店または総務

部(9 時～17 時、電話：0193－62－2400)にお申し出下さ

い。 

・ 紛争解決措置  東京弁護士会(電話：03－3581－0031)、第一東京弁護士

会(電話：03－3595－8588)、第二東京弁護士会(電話：03

－3581－2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ること

も可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営

業日に、上記総務部または全国しんきん相談所(9 時～17

時、電話：03－3517－5825)にお申し出下さい。また、お客

様から、上記東京の弁護士会（東京三弁護士会）に直接

お申出いただくことも可能です。 

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様

にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセ

スに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会と

テレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る

方法（現地調停）、②当該地域の弁護士会に紛争を移管

し、解決する方法（移管調停）―もあります。詳しくは、東

京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談

所にお問合わせください。 

１２． その他 

・ お申込みに際しては、事前の審査をさせていただきます。結果によっては、

ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。 

・ 現在のご融資利率／ご返済の試算についてはお問合わせ下さい。 

 

 


